
二
％
改
定
の
根
拠
、
人
事
院
勧
告
と
労
働
基
本
権
と
の
関
係
、
今
後

の
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
の
方
針
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　
な
お
、
丹
羽
総
理
府
総
務
長
官
よ
り
、
五
十
九
年
度
の
人
事
院
勧

告
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
俸
給
表
等
の
勧
告
内
容
を
尊
重
し
た

完
全
実
施
に
向
け
て
最
大
限
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
旨
の
発
言

が
あ
り
ま
し
た
。

　
三
案
に
つ
い
て
質
疑
終
局
を
諮
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
内
藤
委
員
よ

り
質
疑
を
継
続
す
る
こ
と
の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
否
決
さ

れ
、
質
疑
終
局
が
多
数
を
も
っ
て
決
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
次
い
で
三
案
一
括
し
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会

党
を
代
表
し
て
小
野
理
事
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
峯
山

委
員
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
内
藤
委
員
、
民
社
党
・
国
民
連
合

を
代
表
し
て
柄
谷
委
員
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

　
順
次
、
採
決
の
結
果
三
案
は
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
地
方
行
政
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決
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個
人
の
住
民
税
に
係
る
地
方
税
法
の
臨
時
特

例
に
関
す
る
法
律
案

五
八
、
一
〇
、
二
八

　
　
五
八
、
一
一
、
一
七

受
　
　
　
領

五
八
、
一
一
、
二
二

五
八
、
一
一
、
二
四

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
二
八

可
　
　
決

五
八
、
一
〇
、
二
八

五
八
、
一
〇
、
三
一

可
　
　
決

五
八
、
一
一
、
一
七

可
　
　
決



個
人
の
住
民
税
に
係
る
地
方
税
法
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）五

八
、
一
〇
、
二
八
　
内
閣
提
出

一
一
、
一
七
　
衆
可
決

一
一
、
二
八
　
参
可
決

要
旨　

本
法
律
案
は
、
昭
和
五
十
八
年
分
の
所
得
税
の
減
税
の
特
例
措
置

に
対
応
し
て
、
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
の
措
置
に
相
応
す
る
措
置
と
し
て
、
昭
和
五
十

九
年
度
分
の
個
人
の
住
民
税
に
つ
い
て
減
税
の
特
例
を
定
め
る
も
の

で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
個
人
の
住
民
税
に
限
り
、
配
偶
者
控
除

　
額
、
扶
養
控
除
額
又
は
基
礎
控
除
額
は
地
方
税
法
の
定
め
る
金
額

　
に
そ
れ
ぞ
れ
七
千
円
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

二
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
個
人
の
住
民
税
に
限
り
、
配
偶
者
控
除

　
又
は
扶
養
控
除
の
適
用
対
象
と
な
る
者
の
所
得
限
度
額
を
三
十
万

　
円
（
現
行
二
十
九
万
円
）
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

委
員
長
報
告

　
　
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
は
、
所
得
税
の
減
税
措
置

　
に
対
応
し
て
、
昭
和
五
十
八
年
度
分
の
住
民
税
負
担
の
軽
減
を
図
る

　
た
め
の
措
置
に
相
応
す
る
措
置
と
し
て
、
昭
和
五
十
九
年
度
分
の
個

　
人
住
民
税
に
限
り
特
別
の
減
税
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
配
偶
者
控
除
額
、
扶
養
控
除
額
及
び
基
礎

　
控
除
額
は
地
方
税
法
の
定
め
る
金
額
に
七
千
円
を
加
算
す
る
こ
と
、

　
配
偶
者
控
除
等
の
適
用
対
象
と
な
る
者
の
給
与
所
得
等
の
限
度
額
を

　
三
十
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
各
委
員

　
か
ら
景
気
浮
揚
と
減
税
規
模
、
今
後
の
税
制
改
正
に
対
す
る
政
府
の

　
方
針
、
地
方
財
政
対
策
等
に
つ
い
て
熱
心
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
の
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛
成

　
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

　
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。




